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近頃、金の相場が上がり、貴金属の買取り業者が訪問買取りをして

います。市内からも複数の相談が寄せられています。 
業者が訪問する形でも、買取りの場合はクーリング・オフができま

せん。突然の訪問で冷静な判断ができないまま契約してしまい、やめ

たいと思っても「もう、手元にはない。」などと言われ、取り戻せない

場合がほとんどです。 
売却を希望するときには、契約前に業者の住所や電話番号を確認し、

古物商許可証等の提示を求め、書き留めておきましょう。こうした要

請にきちんと対応しない業者とは、契約しないことも必要です。 
また、買取り価格は業者によって幅があるので、買取り条件を他社

と比較するなどして、納得した上で取引きをすることが大切です。 

 ｢部屋の中を勝手に物色された｣「手ぶらでは帰れないと居直られた｣

など、怖い思いをしたり、強引な勧誘をされたケースもありますので、 
買い取ってもらうつもりがないのなら、家には入れずにきっぱりと断

りましょう。不安な時は、消費生活センターへご相談下さい。 
 
*古物商(中古品の売買等)を営むには、公安委員会の許可を受けなけれ

ばなりません。 

 

貴金属の買取り 
 一人で留守番をしていたら、見知らぬ業者がやって来て

「いらない貴金属はありませんか。高く買取ります」

と言われましたが、注意する事はありますか。 
 


